
第２８号議案 

品川区災害対策基本条例の一部を改正する条例 

１ 改正理由 

災害対策基本法の改正により避難勧告が避難指示に統合されたことによる規定整備等

の必要があるため。

２ 改正内容 

（１）風水害時の避難情報の変更（別紙１） 

     災害対策基本法の改正により、避難勧告と避難指示の一本化など、住民へ避難

を促す避難情報の名称や考え方の変更 

（２）避難行動要支援者への文言修正 

     条例中の「災害時要援護者」の定義を災害対策基本法に合わせて「避難行動要

支援者」に修正。 

３ 新旧対照表 

  別紙２参照 

４ 施行期日 

  公布の日から 

建 設 委 員 会 資 料

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ２ 日

防 災 ま ち づ く り 部 防 災 課



別紙１
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災害対策基本法 新旧対照表（一部抜粋）

新 旧

（市町村長の避難の指示等）

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認める

ときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のた

めの立退きを指示することができる。 

（市町村長の避難の指示等）  

第六十条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認める

ときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを

勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き

を指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると

認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場

所を指示することができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又は指示する場合において、

必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所そ

の他の避難場所を指示することができる。 
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品川区災害対策基本条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○品川区災害対策基本条例 ○品川区災害対策基本条例 

平成26年３月31日条例第19号 平成26年３月31日条例第19号

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 災害 地震、豪雨、洪水、津波、暴風、竜巻その他の異常な自然現

象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度におい

てこれらに類する原因により生ずる被害をいう。 

(１) 災害 地震、豪雨、洪水、津波、暴風、竜巻その他の異常な自然現

象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度におい

てこれらに類する原因により生ずる被害をいう。 

(２) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡

大を防ぎ、ならびに災害の復旧および災害からの復興を図ることをいう。

(２) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡

大を防ぎ、ならびに災害の復旧および災害からの復興を図ることをいう。

(３) 区民 区内に住所を有する者をいう。 (３) 区民 区内に住所を有する者をいう。 

(４) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体および個人をい

う。 

(４) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体および個人をい

う。 

(５) 区民等 区民および区内に勤務し、在学し、もしくは滞在し、また

は区内を通過する者をいう。 

(５) 区民等 区民および区内に勤務し、在学し、もしくは滞在し、また

は区内を通過する者をいう。 

(６) 防災区民組織 町会、自治会等を単位として自主的に結成された防

災組織をいう。 

(６) 防災区民組織 町会、自治会等を単位として自主的に結成された防

災組織をいう。 

(７) 防災関係機関 警視庁、東京消防庁その他の災害対策を実施する東

京都（以下「都」という。）の関係機関および災害対策基本法（昭和36

年法律第223号。以下「法」という。）第２条第３号から第６号までに規

定する機関をいう。 

(７) 防災関係機関 警視庁、東京消防庁その他の災害対策を実施する東

京都（以下「都」という。）の関係機関および災害対策基本法（昭和36

年法律第223号。以下「法」という。）第２条第３号から第６号までに規

定する機関をいう。 

(８) 避難行動要支援者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要

する区民のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要するものをいう。 

(８) 災害時要援護者 高齢者、障害者等のうち災害時に自力での避難が

困難で、かつ、援護を必要とする者をいう。 

(９) 帰宅困難者 災害時に外出している者のうち帰宅することができな (９) 帰宅困難者 災害時に外出している者のうち帰宅することができな

別紙２ 
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改正後 改正前 

いものおよび遠距離を徒歩で帰宅するものをいう。 いものおよび遠距離を徒歩で帰宅するものをいう。 

(10) 業務継続計画 災害時に優先すべき業務の継続および通常業務の早

期復旧を図るために必要な手段、体制等を事前に定める計画をいう。 

(10) 業務継続計画 災害時に優先すべき業務の継続および通常業務の早

期復旧を図るために必要な手段、体制等を事前に定める計画をいう。 

（避難可能な施設の確保） （避難可能な施設の確保） 

第13条 区は、事業者等との連携および協力を図ることにより、あらかじめ、

災害時に避難可能な施設を確保するよう努めなければならない。 

第13条 区は、事業者等との連携および協力を図ることにより、あらかじめ、

災害時に避難可能な施設を確保するよう努めなければならない。 

（避難行動要支援者に対する施策の推進） （災害時要援護者に対する施策の推進） 

第14条 区は、避難行動要支援者の支援体制を整備するため、あらかじめ、

防災区民組織、防災関係機関等との連携および協力を図り、避難行動要支

援者に対する施策を推進するよう努めなければならない。 

第14条 区は、災害時要援護者の支援体制を整備するため、あらかじめ、防

災区民組織、防災関係機関等との連携および協力を図り、災害時要援護者

に対する施策を推進するよう努めなければならない。 

２ 区は、前項の施策を推進するため必要があると認めるときは、防災区民

組織、消防署、警察署、民生委員等に対し協力を求めることができる。 

２ 区は、前項の施策を推進するため必要があると認めるときは、防災区民

組織、消防署、警察署、民生委員等に対し協力を求めることができる。 

３ 区は、避難行動要支援者の身体の状況等を把握し、あらかじめ、防災区

民組織、消防署および警察署に情報の提供を行うよう努めなければならな

い。 

３ 区は、災害時要援護者の身体の状況等を把握し、あらかじめ、防災区民

組織、消防署および警察署に情報の提供を行うよう努めなければならない。

（災害時の行動） （災害時の行動） 

第32条 区民は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、自己

および家族の安全の確保を最優先とするとともに、火の元の確認、避難す

るための出口の確保等に努める。 

第32条 区民は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、自己

および家族の安全の確保を最優先とするとともに、火の元の確認、避難す

るための出口の確保等に努める。 

２ 区民は、災害に関する情報に留意するとともに、必要に応じて自主的な

避難その他必要な行動をするよう努める。 

２ 区民は、災害に関する情報に留意するとともに、必要に応じて自主的な

避難その他必要な行動をするよう努める。 

３ 区民は、区による避難指示等があった場合は、速やかにこれに応じた行

動をするよう努める。 

３ 区民は、区による避難勧告または避難指示があった場合は、速やかにこ

れに応じた行動をするよう努める。 

第３節 防災区民組織の役割 第３節 防災区民組織の役割 

（初期消火活動ならびに救出および救護活動） （初期消火活動ならびに救出および救護活動） 

第35条 防災区民組織は、火災が発生した場合は、初期消火活動を行うとと

もに、消防団または消防隊が到着した後は、その指示に従うよう努める。

第35条 防災区民組織は、火災が発生した場合は、初期消火活動を行うとと

もに、消防団または消防隊が到着した後は、その指示に従うよう努める。

２ 防災区民組織は、負傷者の救出および救護活動を行うとともに、必要に２ 防災区民組織は、負傷者の救出および救護活動を行うとともに、必要に
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改正後 改正前 

応じて負傷者を避難所内の医療救護所へ搬送するよう努める。 応じて負傷者を避難所内の医療救護所へ搬送するよう努める。 

３ 防災区民組織は、避難行動要支援者の安否の確認、救出および救護活動

ならびに避難誘導を行うよう努める。 

３ 防災区民組織は、災害時要援護者の安否の確認、救出および救護活動な

らびに避難誘導を行うよう努める。 

  付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


